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水資源保全地域の指定について 

水大気環境課 

 

１ 長野県豊かな水資源の保全に関する条例の概要（平成 25 年３月制定） 

（１）水資源保全地域の指定 

知事は、水源地域のうち、その土地の所有及び利用の状況等を勘案して水資源の保全の

ため必要があると認められる区域を「水資源保全地域」として指定することができる。 

 

【水資源保全地域の指定手続の流れ】 

・市町村長からの申出 

・関係機関（国（林野庁及び国土交通省））への協議（意見照会） 

・環境審議会への諮問、答申 

・地域指定の公告・縦覧（土地所有者及び利害関係人等からの意見提出） 

・地域指定の告示 

 

【水資源保全地域の区域設定の考え方】 

地表水・地下水の別に、次のとおり。 

地表水 地下水 

 取水地点及び集水区域の全部を基本とする。 

また、土地の所有又は利用の状況等を踏まえ

て地形上明らかな集水区域の全部を指定する

必要がないと考えられる場合は、集水区域の一

部の区域とすることができる。 

 

 

 

影響範囲の全部を基本とする。 

ただし、影響範囲の調査が困難な場合には、

取水地点から一定距離（１キロメートルを目安

とする。）の範囲について、水源の地形、地質

（透水性）、取水深度、取水量等の状況や土地

の所有又は利用の状況を踏まえ、その全部又は

一部を影響範囲とすることもやむを得ないもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－１ 

半径１km 

取水地点 
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（２）水資源保全地域における土地取引等の事前届出 

・土地（森林以外の土地で、500 ㎡未満のものを除く。）の売買又は地上権若しくは賃借

権の設定に係る契約を締結しようとする場合には、土地所有者は３か月前までに、  

必要事項を知事に届け出る必要がある。 

・知事は、関係市町村長に意見聴取 

・知事は、届出の概要（指定地域の名称、契約年月日、土地の面積及び土地の利用目的）を

県のホームページ等で公表するとともに、当該届出事項を公衆の縦覧に供する。 

・知事は、水資源の保全に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、届出をした者（売

主等）、当該届出に係る契約の相手方（買主等）等に対して当該土地の利用の方法等

について必要な助言をすることができる。 

・知事は、関係者に対し、土地の利用状況その他必要な事項に関し報告を求めるとともに、

職員に立入調査させることができる。 

・知事は、報告をしない者、立入調査を拒んだ者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告す

るとともに、勧告を受けた者がそれに従わなかったときは、その旨及び当該勧告の内容を

公表することができる。 

 

 

【水資源保全地域における土地の取引等の事前届出制のイメージ図】 
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２ 指定状況（令年８月３月 16 日現在） 

 市町村 地区名 面積(ha) 
水  源 

指定日 
名 称 種 別 

佐久市 

協和川瀬 78.06 川 瀬 

湧 水 

H27.12.10 
協和寺久保 200.23 寺久保 

協和合の沢 40.44 合の沢第一 
H28.12.8 

春日湯沢 7.33 五斗水（湯沢） 

入 澤 26.56 赤 谷 表流水 H30.2.19 

香 坂 6.61 東 地 
湧 水 

R2.4.16 

初 谷 3.56 初 谷 R7.5.15 

東（第１・第２） 9.02 東第１・東第２ 湧 水 R8.3.16 

小海町 五 箇 64.34 五 箇 湧 水 H26.2.17 

南相木村 

栗 生 39.25 栗 生 

湧 水 R3.2.18 
立 原 5.90 立 原 

鳥の向 8.42 鳥の向 

三 川 15.34 三川第２ 

下諏訪町 
汁 垂 14.16 汁 垂 

湧 水 
H27.6.18 

土 坂 19.68 土 坂 R7.5.15 

駒ヶ根市 

吉 瀬 11.73 吉瀬第１・吉瀬第２ 伏流水 

H26.11.20 

大曽倉 12.32 
女沢・古屋敷第１・ 

古屋敷第２ 

湧 水 中 山 1.82 中 山 

中曽倉 6.63 中曽倉 

上 割 4.48 上 割 

北 割 23.11 
  駒ヶ根第２・ 

駒ヶ根第３ 
表流水 H27.10.8 

筑北村 栃 平 0.52 栃平第３ 表流水 H27.4.16 

６市町村 22 地区 599.51 27 水源 － － 
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長野県豊かな水資源の保全に関する条例（抜粋） 

（水資源保全地域の指定） 

第９条 知事は、水源地域のうち、その土地の所有及び利用の状況等を勘案して水資源の保全

のため必要があると認める区域を、当該区域を管轄する市町村長の申出により、水資源保全

地域として指定することができる。 

２ 前項の規定によるほか、知事は、次に掲げる場合には、関係市町村長の意見を聴いて水資

源保全地域の指定をすることができる。 

(1) 市町村長から他の市町村の区域に係る水資源保全地域の指定の要請があった場合 

(2) その他知事が水資源の保全のため特に必要があると認める場合 

３ 知事は、水資源保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に

協議し、及び長野県環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、水資源保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、そ

の案を当該公告の日から起算して14日間縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の規定による公告があったときは、当該公告に係る区域の土地所有者等その他の利害

関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提

出することができる。 

６ 知事は、水資源保全地域の指定をするときは、その旨及びその区域を告示しなければなら

ない。 

７ 水資源保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。 

８ 前各項の規定は、水資源保全地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 

（水資源保全地域内の土地に関する権利の移転等の届出） 

第10条 水資源保全地域内の土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の規則

で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下こ

の条及び第16条第１項において「土地に関する権利」という。）を有している者は、当該土

地に関する権利の移転又は設定（対価を得て行われるものに限る。以下この項において同じ。）

をする契約（予約を含む。）を締結しようとする場合には、当該契約を締結する日の３月前

までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 

(1) 当該契約の当事者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

(2) 当該契約を締結しようとする年月日 

(3) 当該契約に係る土地の所在及び面積 

(4) 当該契約に係る土地に関する権利の種別及び内容 

(5) 当該契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 

(6) その他規則で定める事項 

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、関係市町村長に当該届出に係る書面の写

しを送付して、水資源の保全の見地からの意見を求めなければならない。 

３ 第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る契約を締結する日までの間に同項各

号に掲げる事項を変更しようとするとき又は当該届出に係る契約の締結を中止しようとす

るときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならな

い。 

４ 知事は、前項の規定による届出があったときは、関係市町村長に当該届出に係る書面の写

しを送付するとともに、当該届出の内容が第１項第５号に掲げる事項に係るものである場合

には、併せて関係市町村長の水資源の保全の見地からの意見を求めなければならない。 

５ 水資源保全地域の指定（その区域の変更を含む。）の日から起算して３月を経過する日ま

での間に当該指定に係る水資源保全地域（その区域の変更にあっては、それにより水資源保

全地域となった区域）内の土地について、土地に関する権利を有している者が契約を締結し
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ようとする場合における第１項の規定の適用については、同項中「当該契約を締結する日の

３月前までに」とあるのは、「第５項の指定後速やかに」とする。 

６ 当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合その他規則で定める場合につい

ては、第１項の規定は、適用しない。 
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長野県水源地域における水資源の保全に関する基本指針における 

「区域設定」の考え方（抜粋） 

 

２ 水資源保全地域の指定に関する事項 

(1) 基本的な考え方 ＜略＞ 

(2) 区域設定の考え方 

水資源保全地域の区域設定の考え方は、地表水、地下水の別により、次のとおりとする。 

ア 地表水の場合 

取水地点及び集水区域の全部を基本とする。 

なお、個々の水源の地形、地質等の状況から、集水区域にかかわらず区域を設定すべきと

考えられる場合は、区域設定の考え方を明らかにした上で、集水区域を超えて設定すること

ができるものとする。 

また、土地の所有又は利用の状況等を踏まえて集水区域の全部を指定する必要がないと考

えられる場合は、区域設定の考え方を明らかにした上で、集水区域の一部の区域とすること

ができるものとする。 

ただし、集水区域が広範囲に過ぎて土地取引の事前届出制度の実効性を確保できない場合

については、水資源保全地域を指定しないことができるものとする。 

イ 地下水の場合 

取水地点について、他の地点の地下水の採取により取水地点の地下水の水位が降下する場

合におけるその範囲（以下「影響範囲」という。）の全部を基本とする。 

この影響範囲について正確に把握するためには水源の立地条件等を考慮した広範囲に及

ぶ調査が必要であり、この調査がされている場合にはそれにより影響範囲を確定することと

する。 

ただし、調査が困難である等の理由によりそれにより難い場合には、取水地点から一定距

離（１キロメートルを目安とする。）の範囲について、水源の地形、地質（透水性）、取水

深度、取水量等の状況や土地の所有又は利用の状況を踏まえ、その全部又は一部の区域をも

って影響範囲とすることもやむを得ないものとする。 

なお、取水地点から一定距離（１キロメートルを目安とする。）の範囲内に山林が含まれ

る場合のその山林部分については、一般的には、影響範囲のうち地表水の集水区域と重なる

部分もかなりあると想定されることから、集水区域をもって影響範囲とみなすことができる

ものとする。 

この場合、土地の所有又は利用の状況等を踏まえて集水区域の全部を影響範囲とみなす必

要がないと考えられる場合は、区域設定の考え方を明らかにした上で、集水区域の一部の区

域をもって影響範囲とみなすことができるものとする。 

(3) 水資源保全地域から除外する区域の考え方 

国有地、県有地及び市町村有地については、条例の目的を達成するために水資源保全地域の

指定を行う必要がないので、(2)の規定に関わらず、水資源保全地域としないものとする。 

(4) 区域設定にあたっての留意事項 

ア 指定の区域については、地番及び「水資源保全地域図」で示すものとする。 

イ 水資源保全地域の指定に当たっては、次の事項に配慮しながら、適切に行うものとする。 

(ｱ) 指定の申出に当たっては、取水に関する条例などの規制、都市計画、土地利用計画等と

の整合を図ること。 

(ｲ) 農業、林業、観光業など地域における産業の健全な発展も併せて図ること。 

(ｳ) 森林法に基づく市町村森林整備計画における森林の機能区分の位置付けと十分な調整

を図ること。 


